
枚方市上下水道事業管理規程第 ２ 号 

 

   枚方市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

 

 枚方市上下水道局事務分掌規程（平成28年枚方市上下水道事業管理規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第９条第２項の表営業料金課の項第８号中「私設」を「取替用の私設」に、「取替費用の補助」を「貸

与」に改める。 

 

附 則［令和５年３月31日公布］ 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


